
当歯科医院は厚生労働省の方針に基づき、施設基準に関する情報を公

開しています。 

医療施設の基準 

 厚生労働省に届出済みの基準に適合。 

 院内感染防止対策が整備されている。 

 常勤の歯科医師とスタッフが研修を受けている。 

オンライン資格確認システム 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用可能。 

 患者の薬剤情報を取得し、質の高い医療を提供。 

在宅医療の推進 

 在宅で療養中の患者への訪問診療を実施。 

 訪問診療に関する加算が適用される。 

診療内容と設備 

 CAD/CAM 技術を用いた冠やインレーの製作。 

薬剤の処方 

 一般名処方を行い、後発医薬品を使用。 

 処方に関する十分な説明を実施。 

診療報酬の明細書 

 診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行。 

 必要ない場合は申し出可能。 

診療の質向上への取り組み 

 医療現場での賃上げを実施し、人材確保に努めている。 

 医療 DX 推進体制を整備し、質の高い医療を提供。 



 


